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市役所電話番号
　本　　所☎25‐2111　藤島庁舎☎64‐2111　羽黒庁舎☎62‐2111
　櫛引庁舎☎57‐2111　朝日庁舎☎53‐2111　温海庁舎☎43‐2111

山形県議会議員選挙
選挙

■問本所選挙管理委員会事務局☎内線643

■投票に行きましょう
　４月12日○日執行の山形県議会議員選挙の選
挙公報は、４月６日○月以降に各世帯へ配付しま
す。山形県選挙管理委員会HPにも掲載します
のでご覧ください。

地域庁舎での税の手続きは市民福祉課へ
税の窓口

■問本所課税課☎内線201または本所納税課☎内線216へ

　各地域庁舎の税の窓口は、これまでの税務事務室及び
税務担当窓口を廃止し、各地域庁舎市民福祉課に一部を
移管しました。市税の納付、原付・小型特殊自動車の登
録・廃止届等は、これまでと同様に各地域庁舎で手続き
ができます。市・県民税の申告受付会場も変わりません。
税に関する相談やお問合せは、本所課税課及び本所納税
課で受け付けます。

　連休期間中のごみ収集、ごみの分け方・出し方基本ルール
生活・環境

４月29日○水
　…通常収集します

５月４日○月・５日○火・６日○水
　…収集しません

■連休期間中のごみ収集
　本市では、事前に登録して資源回収運動を実施した子供
会、町内会等の団体に対し、資源ごみの回収量に応じて報
奨金を交付しています。回収品目の古紙類には、ティッシ
ュペーパーやお菓子の箱、包装紙、紙袋、封筒、ハガキ、
台紙、紙の芯等の雑がみも含まれます。
ごみの減量と資源のリサイクルにご協力をお願いします

■資源回収運動に参加しましょう

■ごみの分け方・出し方の基本ルール
▷ごみは所属する町内会のごみステーションに、指定され
　た時間までに出してください。他の町内には出せません。
▷「ごみ収集カレンダー」で収集日を確認してください。曜
　日違いのものは収集しません。
▷指定袋以外で出されたものや、分別されていないものは
　収集しません。
▷ごみが多い場合は、数回に分けて出すか、直接各施設に
　持ち込んでください（有料）。
　○もやすごみ
　　…クリーンセンター（市内宝田三丁目）☎22‐2849
　○不燃ごみ
　　…リサイクルプラザ（市内水沢）☎35‐3557

▷商店や飲食店、会社、医院、農林漁業等か
　ら出る「事業系ごみ」はごみステーション
　には出せません。
▷在宅医療に伴うごみは、医療機関・薬局等
　からきちんと指導を受けた「感染性・危険
　性のないもの」だけ「もやすごみ」として
　収集します。
▷ごみの分別について、詳しくは「生活系ご
　みの分け方・出し方」をご覧ください。ご
　家庭にない場合は、市役所本所・各地域庁舎、
　クリーンセンター、各コミュニティセンタ
　ーで差し上げます。

■問廃棄物対策課☎内線677または各地域庁舎市民福祉課へ

　鶴岡市民歌制定委員会公募委員募集
公募

■申本所総務課☎内線313または各地域庁舎総務企画課へ

◎対　象　次の全てに該当する方３人以内（地方公共団体
　の議会の議員及び常勤の公務員を除く）
　▷市内に住所を有する方
　▷今年４月１日現在で満20歳以上の方
　▷平日日中に開催する会議（年数回）に出席できる方

◎申込み　４月１日○水～24日○金に市民歌に関す
　る考え400字程度等を記載した申込書を同課
　へ（詳しくは市HP。申込書は同課で配布する
　ほか、市HPからダウンロードもできます）
※選考結果は５月８日○金まで申込者へ通知。

　鶴岡市民歌の制定に当たり、必要な検討及び協議を行うため、鶴岡市民歌制定委員会を設置します。

　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ
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　より身近な「地域包括支援センター」を目指して
高齢者・介護者支援

■問お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへ

　地域包括支援センターは、高齢者や介護者等が地
域で安心して暮らせるように支援する総合相談機関
です。地域に身近な機関として市民の皆さんが相談
しやすい体制を作るため、委託再編を計画的に進め

てきましたが、平成26年度をもって鶴岡市地域包
括支援センターを廃止することとなりました。今年
４月からの体制と担当地域は下記のとおりです。

地域包括支援センター名 所在地 電話番号 担当地域
鶴岡市社会福祉協議会地域包括支援センター

本センター 西新斎町14‐26 29‐1626 第六学区、京田、大泉
なえづ支所 ほなみ町３‐１ 25‐9275 第二学区、斎、黄金
おおやま支所 大山三丁目34‐１ 33‐0202 上郷、大山
とようら支所 三瀬字菖蒲田67‐１ 38‐8150 三瀬、由良、小堅
くしびき支所 三千刈字藤掛１ 57‐5300 櫛引
あつみ支所 温海戊577‐１（温海庁舎２階） 43‐2301 温海

地域包括支援センターつくし 馬場町１‐34 29‐1256 第三学区、湯田川、田川
健楽園地域包括支援センター 美原町３‐７ 25‐0888 第一学区、第四学区
永寿荘地域包括支援センター 宝田二丁目７‐29 29‐2900 第五学区、栄
しおん荘地域包括支援センター 湯野浜一丁目19‐28 76‐3762 加茂、湯野浜、西郷
地域包括支援センターふじしま 藤の花一丁目18‐１ 78‐2370 藤島
地域包括支援センターかみじ荘 羽黒町手向字薬師沢198‐３ 62‐2026 羽黒
地域包括支援センターあさひ 熊出字東村157‐２ 58‐1068 朝日

運行経路と運行時刻の一部変更
羽黒地域の路線バス「にこにこバス」

■問羽黒庁舎総務企画課☎内線227

　５月１日○金から、上川代・小増川線では「玉川」を、
今野線では「河原」を新たなバス停として経由します。
これに伴い運行時刻も変更となります。また、４月１日
の各施設改称に伴い、バス停の名称は「広瀬公民館」が
「広瀬地区地域活動センター」に、「四小公民館」が「羽
黒第四地区地域活動センター」に変更となります。詳し
くは、「にこにこバス」内のチラシや市HPをご覧ください。

生活困窮者支援制度
生活福祉／新制度

■問鶴岡地域生活自立支援センター☎29‐1729

　今年４月に生活困窮者の支援制度が始まります。
４月から本所１階に相談窓口を設置（開庁日〈担
当は福祉課〉）しますので、仕事や生活に困って
いる方はご相談ください。相談窓口では、専門の
支援員が相談者に寄り添いながら、一人ひとりの
状況に合わせた支援プランを作成し、他の専門機
関と連携して解決に向けた支援を行います。

消防署温海分署
移転しました

■問消防本部総務課☎22‐8330

　消防署温海分署は、３月２日に
移転し、業務を開始しています。

■新所在地
　〒999‐7204 
　市内湯温海字湯之尻289 
　☎43‐2132
　（電話番号は変更ありません）

鶴岡市交通災害共済の見舞金
請求忘れはありませんか？

■問本所コミュニティ推進課☎内線122または各地域庁舎総務企画課へ

　鶴岡市交通災害共済は、事業
廃止となりましたが、今年３月
31日までの交通事故に対して、
４月１日以降も一定の期間、見
舞金を請求することができます。
　請求期間は、交通事故の発生
した日から18か月ですのでご
注意ください。

■請求に必要な書類等
　１．見舞金請求書
　２．事故発生年度の加入者証
　３．交通事故証明書等
　４．交通災害共済用診断書
　５．口座振込用請求書
　６．印鑑等
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介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
年金からの差引き

　　　　　　　　　　　■問介護保険料………………本所長寿介護課☎内線183または各地域庁舎市民福祉課へ
　　　　　　　　　　　■問国民健康保険税…………本所課税課☎内線205
　　　　　　　　　　　■問後期高齢者医療保険料…本所国保年金課☎内線126または各地域庁舎市民福祉課へ

‐４月以降に受給する年金からの仮徴収（差引き）が始まります‐
　次に該当する方は、４月に平成27年度保険料（税）の仮徴収
が始まります。今回お送りする通知書に記載されている保険料
（税）額は、平成26年度の状況を基に計算した仮の保険料（税）
額です。確定保険料（税）額については７月に改めてお知らせ
します。また、６月以降に新たに年金からの差引きが始まる方
については、年金受給前にお知らせします。

※現在、既に年金からの 
　差引きになっている方は…
　仮徴収額決定の通知書は送付しません
が、引き続き、仮徴収として、原則２月
に差引きされた額と同額を４月・６月・
８月に支給される年金から差引きします。

■４月に新たに仮徴収が始まる方
《介護保険料》

65歳以上の方

　昭和24年４月３日～10月２
日生まれで、新たに年金からの
差引きの対象となった方
→４月上旬に仮徴収額決定通知
書をお送りします

《国民健康保険税》

65歳以上75歳未満の方

　世帯主が昭和24年４月３日
～ 10月２日生まれで、新たに
年金からの差引きの対象世帯と
なった方
→３月中に仮徴収額決定通知書
をお送りしています

《後期高齢者医療保険料》

原則75歳以上の方

　平成26年６月１日～10月２
日に後期高齢者医療制度に加入
し、新たに年金からの差引きの
対象となった方
→４月上旬に仮徴収額決定通知
書をお送りします

条件 介護 国保 後期
①差引きの対象となる年金の額が年額18万円以上である ①と②の両方

に該当する方

①～⑤の全て
に該当する方

①～③の全て
に該当する方

②差引きの対象となる年金が借入れ等の担保になっていない
③国民健康保険税または後期高齢者医療保険料のどちらかと、介護保険
　料を足した額が、年金額の半分よりも少ない
④世帯主が国民健康保険の被保険者である
⑤世帯内の国民健康保険被保険者の方全員が65歳以上75歳未満である

■年金からの差引きの対象となる方

介護保険料・国民健康保険税 後期高齢者医療保険料
（後期高齢者医療制度に加入した日）

年金からの差引
きが始まる時期

昭和24年４月３日～10月２日生まれ 平成26年６月１日～10月２日 ➡ 平成27年４月
昭和24年10月３日～12月２日生まれ 平成26年10月３日～12月２日 〃　６月
昭和24年12月３日～昭和25年２月２日生まれ 平成26年12月３日～平成27年２月２日 〃　８月

■年金からの差引きが始まる時期

　国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、年金
からの差引きから「口座振替」による支払いに変更
することができます。希望する方はお問い合わせく

ださい。介護保険料は、年金からの差引きになった
場合は、他の支払い方法に変更することができませ
んのでご了承ください。
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「若者の発想とエネルギーを生かした鶴岡のまちづくり」

鶴岡まちづくり塾の第４期メンバーを募集します
一緒に取り組んでみませんか

■申本所政策企画課内「鶴岡まちづくり塾」事務局☎内線524または各地域庁舎総務企画課へ

■「鶴岡まちづくり塾」をご存知ですか？
　鶴岡まちづくり塾は鶴岡総合研究所の取り組み
として、市民と行政の協働のまちづくりを推進す
るとともに、若者の発想とエネルギーを鶴岡のま
ちづくりに生かすことを目的として平成21年度
から活動を行っているものです。
　メンバーはおおむね20歳～40歳の市民と市職
員の有志で構成され、現在は約90人が在籍して
おり、６つの地域ごとのグループに分かれて特色

ある地域資源を有効活用しながら実践的なまちづ
くり活動を行っています。他にも、市政運営の基
本となる「鶴岡市総合計画実施計画」への施策の
提言や、市内の文化財や地域資源を巡る現地学習
会などを開催しています。
　また、こうした活動を通してメンバーの間に地
域や職域を越えたコミュニケーションの輪が広が
っています。

■「鶴岡まちづくり塾」ではこんな取り組みを行っています

羽黒
グループ

　観光ガイドブック「はちこの皇
子物語り」「松ヶ岡かいこん物語
り」を発刊し、地域の小学校高学
年と市内全小学校の図書館等へ寄
贈しました。

櫛引
グループ

　農・食・手しごとをキーワード
に、丹精込めて作ったものを集め
た「こしゃってマルシェ」を開催。
全３回の開催で計2,300人以上の
来場者がありました。

※このほかにも、まちづくり塾では様々な取り組みを行っています。詳しくは、市HPをご覧ください。

■第４期メンバーを募集します
　鶴岡まちづくり塾では、鶴岡をより一層元気に
するため、ともに活動するメンバーを募集してい
ます。意欲を持って取り組んでくれる方の応募を
お待ちしています。公募期間終了後の途中加入に
ついては、個別にご相談ください。
■応募資格
　▷市内に在住または在勤でおおむね20歳～40
　　歳の方
　▷月１回程度の会議への出席と、仕事や学業等
　　と並行して自主的な活動が可能な方
　▷まちづくりに関心と熱意がある方

■活動期間
　平成27年５月～29年３月
■応募方法
　４月１日○水～21日○火に応募申込書を本所政策
　企画課または各地域庁舎総務企画課へ（応募申
　込書は同課で配布するほか、市HPからダウンロ
　ードもできます）
■選考方法・選考結果の通知
　書類選考後、選考結果を郵送で通知
■その他
　報酬の支給はありません
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菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種

し
た
こ
と
が
な
い
方
を
対
象
に
、
平
成
30
年

度
ま
で
に
１
人
１
回
、
接
種
の
機
会
を
設
け

て
い
ま
す
。
31
年
度
以
降
は
65
歳
と
な
る
方

の
み
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
高
齢
者
の
死
因
の
第
３
位
で

あ
る
肺
炎
の
発
症
や
重
症
化
を
防
ぐ
た
め
、

法
に
基
づ
く
対
象
者
に
肺
炎
球
菌
予
防
接
種

費
用
の
一
部
（
４
、
０
０
０
円
）
を
助
成
し

ま
す
。
対
象
者
に
は
、
接
種
券 （
兼
予
診
票
）

を
送
付
し
ま
す
。
接
種
を
希
望
す
る
方
は
、

医
療
機
関
に
予
約
の
上
、
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

■対
こ
の
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た
こ
と
が
な
く
、

今
年
度
中
に
65
歳
、
70
歳
、
75
歳
、
80
歳
、

85
歳
、
90
歳
、
95
歳
、
１
０
０
歳
に
な
る
方

（
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心
臓
、
腎
臓
、

呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
に
障
害
が
あ
る
方

〈
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〉
も
対
象
）　

■問
健

康
課
☎
内
線
３
７
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市

民
福
祉
課
へ

平
日
は
忙
し
く
て
時
間
が
取
れ
な
い
方
等
に 

日
曜
日
が
ん
検
診

■日
①
５
月
31
日
○日
、
②
７
月
５
日
○日
、
③
９

月
６
日
○日　

■
受
付
時
間　

午
前
７
時
30
分

〜
９
時　

■場
荘
内
地
区
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー　

■対
本
市
に
住
民
登
録
し
て
い
る
40
歳
以
上
の

方
で
職
場
の
が
ん
検
診
が
な
い
方
各
回
先
着

40
人　

■内
胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
・
肺
が
ん
検

診
（
原
則
全
て
受
診
）　

■費
１
、
７
０
０
円　

■申
①
４
月
20
日
○月
ま
で
、
②
５
月
27
日
○水
ま

で
、
③
７
月
27
日
○月
ま
で
、
健
康
課
☎
内
線

３
６
６
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

■他
生
活
保
護
世
帯
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
に
は
減
免
制
度
あ
り
（
事
前
申
請
必
要
）

荘内病院職員募集（薬剤師）【平成27年８月１日採用予定】
職員募集

■問荘内病院総務課☎26‐5111内線6341

■受験資格・募集人員
▷昭和56年４月２日以降に生ま
　れ、薬剤師免許を取得している
　方（若干名）

■試験日時・会場
▷１次試験…５月10日○日午前10
　時（同院）
▷２次試験…１次試験合格者を対
　象に６月上旬実施予定（同院）

■申込み受付
▷４月３日○金～21日○火に、申込
　書を同院総務課へ（郵送の場
　合は21日○火までの消印有効）
▷市HP「電子申請」からも手続
　きができます

■試験案内・申込書等の交付
▷同院総務課及び市役所本所職
　員課で交付

▷郵便で請求する場合は、封筒の表に
　「試験案内請求」と朱書きし、返信
　用封筒（宛先を明記したＡ４判用の
　角形２号封筒。折り畳んでも構いま
　せん）、140円分の切手、応募職種・
　連絡先を記入したメモを同封して、
　同院総務課（〒997‐8515 市内泉
　町４‐20）へ
▷市HP及び同院HPからダウンロード
　することもできます

日本国内に住む全ての人と世帯を対象とする、５年に一度の国の最も重要な統計調査

平成27年国勢調査 調査員を募集します
調査員募集

■問本所政策企画課☎内線703または各地域庁舎総務企画課へ

■仕事の内容は大きく５つです
①調査員説明会に参加
②担当する地域の確認
③調査についての説明と調査書類の配布
④調査票の回収
⑤調査票の整理と提出

■熱意ある方の応募をお待ちしています
　国勢調査員として調査業務に理解と熱意を持って携わってくれ
る原則20歳以上の方を募集します。国勢調査員の身分は、総務
大臣に任命される非常勤の国家公務員です。業務期間は今年８月
下旬から10月までの予定です。薄謝ですが報酬も支給されます。
　詳しくはお問い合わせください。
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福
祉

民
生
委
員
児
童
委
員
が 

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　

困
り
ご
と
な
ど
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

次
の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

▽
第
３
民
生
区
（
第
三
学
区
）
…
佐
藤
令
子

（
上
畑
町
南
部
）　

▽
朝
日
地
区（
朝
日
地
域
）

…
清
野
美
智
夫
（
主
任
児
童
委
員
）

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
９ 

認
知
症
高
齢
者
等 

見
守
り
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
が
外
出
す
る

と
き
や
介
護
疲
れ
で
休
息
し
た
い
と
き
等
に
、

見
守
り
支
援
員
が
訪
問
し
、
認
知
症
高
齢
者

等
の
見
守
り
や
話
し
相
手
等
を
し
ま
す
。

■対
市
内
在
住
の
認
知
症
高
齢
者
等
（
65
歳
以

上
の
方
ま
た
は
40
歳
〜
64
歳
の
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
方
）
で
日
常
生
活
自
立
度
が

Ⅱ
ａ
以
上
の
方　

■時
１
か
月
当
た
り
80
時
間

ま
で　

■費
１
時
間
２
０
０
円
（
生
活
保
護
世

帯
は
無
料
。
利
用
料
は
利
用
時
間
帯
に
よ
っ

て
割
増
し
に
な
り
ま
す
）　

■申
各
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
・
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、

本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
３
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
事
前
に
担
当

の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

等
施
術
費
の
一
部
助
成

■対
満
70
歳
以
上
の
方　

■内
市
と
協
定
し
て
い

る
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
等
か

ら
受
け
た
施
術
１
回
に
つ
き
１
、
０
０
０
円

の
助
成
券
を
交
付
（
年
６
枚
、
10
月
以
降

の
申
請
に
つ
い
て
は
年
３
枚
）　

■持
年
齢
を

証
明
で
き
る
も
の
（
保
険
証
・
免
許
証
等
）、

印
鑑　

■申
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
３

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
鶴

岡
地
域
で
は
各
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
で
も
受
け
付
け
ま
す
（
学
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
を
除
く
）

リ
フ
ト
付
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す

る
方
へ
助
成
券
を
交
付
し
ま
す

■対
市
内
在
住
の
、
65
歳
以
上
で
市
民
税
非
課

税
の
方
ま
た
は
40
歳
〜
64
歳
で
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
市
民
税
非
課
税
の
方
で
、
通

院
等
の
際
に
車
椅
子
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
専

用
タ
ク
シ
ー
の
利
用
が
不
可
欠
な
方　

■内
医

療
機
関
へ
の
通
院
や
入
退
院
の
た
め
、
リ
フ

ト
付
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
場
合
に
、
１
枚

当
た
り
初
乗
り
運
賃
相
当
額
の
サ
ー
ビ
ス
券

を
月
４
枚
、
年
間
48
枚
を
限
度
に
交
付　

■持

印
鑑　

■申
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本

所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

日
常
生
活
用
具
を
給
付
し
ま
す

▼
火
災
警
報
機
・
自
動
消
火
器　

■対
65
歳
以

上
で
市
民
税
非
課
税
の
、
避
難
が
著
し
く
困

難
な
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等
（
要
介
護
２

以
上
ま
た
は
認
知
症
自
立
度
Ⅱ
а
以
上
）

▼
電
磁
調
理
器　

■対
65
歳
以
上
で
市
民
税
非

課
税
の
、
心
身
機
能
の
低
下
に
伴
い
防
火
等

の
配
慮
が
必
要
な
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等

（
要
支
援
２
以
上
）

▼
共
通　

■持
印
鑑　

■申
各
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
、
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
３

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

障
害
者
手
帳
の
交
付

　

障
害
の
内
容
、
程
度
に
応
じ
て
各
手
帳
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
交
付
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
交
付
を
受
け
た
い
方
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
身
体
障
害
者
手
帳　

■対
手
・
足
・
目
・
耳
・

言
語
・
そ
し
ゃ
く
機
能
・
心
臓
・
腎
臓
・
呼

吸
器
・
ぼ
う
こ
う
・
小
腸
・
直
腸
・
肝
臓
・

免
疫
等
の
身
体
機
能
に
障
害
が
あ
る
方

▼
療
育
手
帳　

■対
発
達
期
に
知
的
機
能
の
障

害
が
み
ら
れ
、
日
常
生
活
に
制
限
の
あ
る
方

▼
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳　

■対
精
神
の

疾
患
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
制
限
の
あ
る
方

▼
共
通　

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
６
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
既
に

手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、
手
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
る
住
所
と
現
住
所
が
異
な
る
方
は
「
居

住
地
変
更
届
」
が
必
要
で
す
。
手
帳
と
印
鑑

を
お
持
ち
の
上
、
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い

年
金
・
医
療

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
平
成
27
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
が
変
更

さ
れ
ま
し
た　

４
月
分
以
降
の
保
険
料
は
月

額
１
万
５
、
５
９
０
円
で
す
（
年
間
保
険
料

は
18
万
７
、
０
８
０
円
）。

▼
保
険
料
の
前
納
制
度
に
つ
い
て　

保
険
料

１
年
分
を
一
括
で
４
月
30
日
○木
ま
で
に
納
付

す
る
と
割
引
に
な
り
ま
す
。
納
付
書
で
納
付

す
る
場
合
の
納
付
額
は
18
万
３
、
７
６
０
円

（
３
、
３
２
０
円
割
引
）、
口
座
振
替
で
納
付

す
る
場
合
の
納
付
額
は
18
万
３
、
１
６
０
円

（
３
、
９
２
０
円
割
引
）
で
す
（
６
か
月
分

の
前
納
も
で
き
ま
す
）。

▼
当
月
口
座
振
替
（
早
割
制
度
）
も
お
得
で

す　

そ
の
月
の
保
険
料
を
そ
の
月
の
末
日
に

口
座
振
替
で
納
付
す
る
と
、
月
額
50
円
割
引

さ
れ
、
保
険
料
は
１
万
５
、
５
４
０
円
に
な

り
ま
す
。
な
お
、
前
納
・
早
割
制
度
を
利
用

し
た
方
が
、
会
社
等
に
勤
め
た
場
合
や
、
死

亡
し
た
場
合
等
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の

資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
資
格
を
喪
失
し

た
月
以
降
の
保
険
料
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
１
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

小
・
中
学
生
に
係
る
子
育
て
支
援
医

療
証
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

　

本
市
で
は
、
昨
年
７
月
１
日
か
ら
、
全
て

の
小
・
中
学
生
に
対
し
て
外
来
・
入
院
の
区

別
な
く
医
療
費
の
全
額
助
成
を
行
っ
て
い
ま

す
。
助
成
を
受
け
る
に
は
医
療
証
の
交
付
が

必
要
で
す
。
医
療
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
医
療
証
の

適
用
は
申
請
月
の
初
日
ま
で
し
か
遡
れ
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■持
子
供
の
保
険
証
、
扶
養
者
の
印
鑑　

■申
本

所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
８
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

福
祉
医
療
証
（
身

○

・
子

○

・
親

○

）

を
お
持
ち
の
方
へ

　

福
祉
医
療
で
負
担
し
た
医
療
費
が
高
額
療

養
費
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
は
、
市
が
代
理

で
保
険
者
へ
高
額
療
養
費
請
求（
代
理
請
求
）
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を
行
い
ま
す
。
該
当
し
た
場
合
は
、
高
額
療

養
費
代
理
請
求
及
び
受
領
委
任
状
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
県
外
の
医
療
機
関
で
受
診
し
た
場

合
は
、
医
療
機
関
窓
口
で
の
自
己
負
担
額
の

助
成
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
後
日
、
支
給
申

請
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

■持
印
鑑
、
領
収
書
、
保
険
証
、
福
祉
医
療
証
、

通
帳
（
未
成
年
の
場
合
は
健
康
保
険
で
扶
養

し
て
い
る
方
名
義
の
も
の
）　

■問
本
所
国
保

年
金
課
☎
内
線
１
２
８
ま
た
は
各
地
域
庁
舎

市
民
福
祉
課
へ

税市
税
及
び
保
育
料
の
口
座
振
替
済
通
知
書
を 

希
望
す
る
方
へ
お
送
り
し
ま
す

　

平
成
26
年
度
中
に
市
税
及
び
保
育
料
を
口

座
振
替
で
納
付
し
た
方
で
、
希
望
す
る
方
に

は
「
口
座
振
替
済
通
知
書
」
を
お
送
り
し
ま

す
（
今
回
〈
26
年
度
〉
分
か
ら
一
斉
送
付
が

廃
止
と
な
り
ま
し
た
）。
納
付
額
の
確
認
用

と
し
て
同
通
知
書
が
必
要
な
方
は
本
所
納
税

課
☎
内
線
２
１
９
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
送

付
時
期
は
４
月
中
旬
で
す
。

確
定
申
告
や
市
・
県
民
税
申

告
が
お
済
み
で
な
い
方
へ

　

申
告
が
済
ん
で
い
な
い
と
、
所
得
・
課
税

証
明
書
を
発
行
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
が
必
要
な
方
は
税
務
署
へ
、
市
・

県
民
税
申
告
が
必
要
な
方
は
本
所
課
税
課
へ

速
や
か
に
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
既
に
確
定
申
告
を
し
た
方
で
、
計

算
違
い
や
所
得
・
控
除
の
追
加
が
あ
る
方
は
、

税
務
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■問
確
定
申
告
…
鶴
岡
税
務
署
☎
22
‐
１
４
０

１　

市
・
県
民
税
申
告
…
本
所
課
税
課
☎
内

線
２
０
１

固
定
資
産
税
の
縦
覧
制
度
・

閲
覧
制
度

▼
縦
覧
制
度　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
は
、

自
己
所
有
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
等
と
他
の

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
を
比
較
で
き
る
よ
う

に
、
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
及
び
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す　

■対

納
税
者
、
納
税
者
の
代
理
人
、
納
税
者
と
同

一
世
帯
の
家
族

▼
閲
覧
制
度　

納
税
義
務
者
は
、
固
定
資
産

課
税
台
帳
（
名
寄
帳
）
を
閲
覧
し
、
自
己
の

資
産
に
つ
い
て
登
録
さ
れ
た
内
容
を
確
認
で

き
ま
す
。
借
地
人
・
借
家
人
も
借
用
物
件
に

つ
い
て
確
認
で
き
ま
す　

■対
納
税
義
務
者
、

納
税
義
務
者
と
同
一
世
帯
の
家
族
、
納
税
管

理
人
、
借
地
人
・
借
家
人
、
こ
れ
ら
の
代
理

人
等

▼
共
通　

■日
４
月
１
日
○水
〜
６
月
１
日
○月　
　

■場
本
所
課
税
課
及
び
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉

課　

■費
無
料
（
た
だ
し
課
税
台
帳
の
写
し
の

交
付
は
有
料
）　

■持
免
許
証
等
（
代
理
人
は

委
任
状
、
借
地
人
・
借
家
人
は
契
約
書
等
が

必
要
）　

■問
本
所
課
税
課
☎
内
線
２
０
７

生
活

４
月
の
検
針
か
ら
水
道
メ
ー
タ
ー

委
託
検
針
員
が
替
わ
り
ま
す

■
変
更
地
区
・
検
針
員　

温
海
地
域
（
湯
温

海
、
湯
之
里
、
温
海
、
鈴
、
暮
坪
、
五
十
川
、

安
土
、
山
五
十
川
、
戸
沢
、
温
海
川
、
菅
野

代
）
…
佐
藤
由
美　

■問
上
下
水
道
部
総
務
課

☎
23
‐
７
６
０
９　

■他
他
の
地
区
の
検
針
員

に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

浄
化
槽
を
設
置
・
交
換 

す
る
方
へ

▼
合
併
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方
へ
の
補
助　

今
年
度
、
鶴
岡
地
域
、
羽
黒
地
域
の
対
象
区

域
に
合
併
浄
化
槽
（
５
人
槽
〜
10
人
槽
）
を

設
置
す
る
方
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

▼
合
併
浄
化
槽
に
交
換
す
る
方
へ
の
補
助

対
象
区
域
に
お
い
て
、
単
独
浄
化
槽
・
汲く

み

取
り
便
槽
を
合
併
浄
化
槽
に
交
換
す
る
方
に
、

山
形
県
浄
化
槽
水
環
境
保
全
推
進
事
業
に
基

づ
く
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

▼
排
水
設
備
工
事
を
行
う
方
へ
の
補
助　

対

象
区
域
に
お
い
て
、
合
併
浄
化
槽
を
設
置
す

る
に
当
た
り
、
排
水
設
備
工
事
（
既
設
の
汲

み
取
り
便
所
の
改
造
ま
た
は
既
設
の
単
独
浄

化
槽
の
廃
止
を
伴
う
も
の
に
限
る
）
を
行
う

方
に
補
助
金
ま
た
は
融
資
あ
っ
せ
ん
及
び
利

子
補
給
金
の
交
付
を
行
い
ま
す

▼
共
通　

■
対
象
区
域　

公
共
下
水
道
・
農

業
集
落
排
水
・
漁
業
集
落
排
水
処
理
計
画
区

域
を
除
く
区
域　

■申
鶴
岡
地
域
・
羽
黒
地
域

の
方
…
本
所
環
境
課
☎
内
線
７
２
０　

そ
の

他
の
地
域
の
方
…
上
下
水
道
部
下
水
道
課
☎

25
‐
５
８
６
０　

■他
い
ず
れ
も
予
算
の
上
限

に
達
し
次
第
終
了
と
な
り
ま
す

下
水
道 (
公
共
・
集
排)

・
市
設

置
型
浄
化
槽
を
ご
使
用
の
方
へ

▼
井
戸
水
・
温
泉
水
な
ど
、
水
道
水
以
外
の

水
を
使
用
し
て
い
る
方
は
届
出
が
必
要
で
す

　

水
道
水
以
外
の
水
を
下
水
道
等
へ
排
除
す

る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
や
、
井
戸
水
等
の
給

水
設
備
を
変
更
し
、
下
水
道
等
へ
の
排
水
に

変
更
が
生
じ
る
場
合
は
届
出
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
計
測
装
置
（
メ
ー
タ
ー
）
を
取
り

付
け
て
い
な
い
場
合
で
、
使
用
人
数
等
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
も
届
出
が
必
要
で
す
。

■問
上
下
水
道
部
下
水
道
課
☎
25
‐
５
８
６
０

町
内
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

町
内
会
（
自
治
会
・
住
民
会
等
）
は
、
同

じ
地
域
に
住
む
人
た
ち
が
助
け
合
い
、安
全
・

安
心
で
明
る
く
住
み
よ
い
地
域
を
維
持
し
て

い
く
大
切
な
組
織
で
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
設
置
や
清
掃
、
防
犯
灯
の
管
理
及
び
広
報

の
配
付
等
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

加
入
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
、
お
住
ま
い

の
町
内
会
等
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
連
絡
先
な
ど
が
不
明
な
場
合
は
、
本

所
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課
☎
内
線
１
２
０
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
総
務
企
画
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

紙
お
む
つ
等
購
入
費
助
成
事
業
で
紙
お
む

つ
を
配
達
す
る
事
業
所
を
募
集
し
ま
す

■
募
集
要
件　

▽
鶴
岡
市
競
争
入
札
参
加
資

格
を
有
し
所
在
区
分
が
市
内
ま
た
は
準
市
内

で
あ
る
こ
と　

▽
紙
お
む
つ
等
排
せ
つ
関
連

用
品
を
取
り
扱
っ
て
い
る
事
業
所
で
あ
る
こ

と
（
紙
お
む
つ
と
尿
と
り
パ
ッ
ド
の
取
扱
い

は
必
須
）　

▽
市
内
一
円
に
配
達
可
能
で
あ

る
こ
と　

■
業
務
開
始　

９
月
配
達
分
か
ら　
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■申
５
月
15
日
○金
ま
で
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内

線
１
９
３
へ

新
入
学
児
童
・
園
児
の 

交
通
事
故
防
止
強
化
旬
間

　

子
供
の
交
通
事
故
防
止
と
交
通
安
全
意
識

の
高
揚
を
運
動
の
基
本
に
、
４
月
６
日
○月
〜

15
日
○水
の
10
日
間
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

新
入
学
児
童
・
園
児
は
交
通
ル
ー
ル
や
通

学
路
に
慣
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
い
つ
で
も
ど

こ
で
も
安
全
確
認
」
を
心
掛
け
、
子
供
た
ち

を
見
守
る
と
と
も
に
、
思
い
や
り
の
あ
る
運

転
で
交
通
事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１
６
３

山
菜
採
り
の
事
故
に
注
意
!!

　

春
の
山
菜
採
り
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ま
す
。

出
掛
け
る
前
に
次
の
こ
と
を
確
認
し
、
遭
難

事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▽
一
人
で
出
掛
け
な
い　

▽
行
き
先
や
帰
る

時
間
を
家
族
に
知
ら
せ
て
出
発
す
る　

▽
携

帯
電
話
等
の
通
信
手
段
を
確
保
す
る　

▽
道

に
迷
っ
た
ら
む
や
み
に
動
き
回
ら
な
い　

▽

早
く
出
掛
け
て
早
く
帰
る

　

な
お
、
ダ
ニ
を
媒
介
と
す
る
新
た
な
感
染

症
ウ
イ
ル
ス
の
発
生
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。

山
に
入
る
際
は
長
袖
を
着
用
す
る
な
ど
肌
を

露
出
し
な
い
服
装
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１
９
９

「
も
う
い
い
か
い 

火
を
消
す
ま
で
は 

ま
あ
だ
だ
よ
」 

春
の
火
災
予
防
運
動

　

４
月
９
日
○木
〜
22
日
○水
の
２
週
間
、
住

宅
防
火
対
策
の
推
進
等
を
重
点
目
標
に
掲

げ
「
春
の
火
災
予
防
運
動
」
を
実
施
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
期
、
空
気
が
乾
燥
し
火
災
が

発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が

火
災
予
防
に
対
す
る
意
識
を
持
ち
、
安
全
で

安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
を
目
指
し
ま
し

ょ
う
。
詳
し
く
は
消
防
本
部
予
防
課
☎
22
‐

８
３
３
２
へ
。

農
商
工
観
連
携
・
６
次
産
業
化
相

談
窓
口
等
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

本
市
で
は
、
市
内
農
林
漁
業
者
・
商
工
業

者
等
で
農
商
工
観
連
携
及
び
６
次
産
業
化
に

取
り
組
む
意
欲
あ
る
方
々
の
相
談
に
応
じ
、

サ
ポ
ー
ト
を
行
う
た
め
の
「
食
文
化
創
造
都

市
・
鶴
岡　

農
商
工
観
連
携
・
６
次
産
業
化

相
談
窓
口
」
を
本
所
農
政
企
画
室
・
商
工
課
、

各
地
域
庁
舎
産
業
課
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
６
次
産
業
化
に
関
連
す
る
施
策
等

の
情
報
を
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
、
農

業
者
向
け
の
研
修
会
等
の
情
報
を
配
信
す
る

「
つ
る
お
か
・
ア
グ
リ
メ
ー
ル
」（
配
信
登
録

は
随
時
募
集
）
に
つ
い
て
、
市
HP
「
産
業
・

経
済
」
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

■問
本
所
農
政
企
画
室
内
「
つ
る
お
か
農
商
工

観
連
携
総
合
推
進
協
議
会
」
☎
内
線
５
８
８
、

本
所
商
工
課
☎
５
９
３
ま
た
は
各
地
域
庁
舎

産
業
課
へ

地
球
環
境
に
優
し
い
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン 

ゴ
ー
ヤ
の
種
と
栽
培
用
ネ
ッ
ト
無
料
配
布

■日
４
月
23
日
○木
午
前
9
時
〜
10
時
30
分
（
な

く
な
り
次
第
終
了
。
予
約
不
可
）　

■場
ク
リ

ー
ン
セ
ン
タ
ー　

■対
市
民
、
市
内
事
業
所

■内
ゴ
ー
ヤ
の
種
20
粒
（
２
０
０
袋
）
と
栽
培

用
ネ
ッ
ト
（
3
ｍ
〜
5
ｍ
四
方
の
廃
魚
網

〈
１
０
０
個
〉）
の
セ
ッ
ト
、
ま
た
は
種
の
み　

■問
本
所
環
境
課
内
「
環
境
つ
る
お
か
推
進
協

議
会
」
☎
内
線
７
１
９　

■他
配
布
数
量
に
達

し
な
か
っ
た
場
合
は
同
課
（
本
所
６
階
）
で

配
布
し
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

野
焼
き
は
法
律
で 

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

野
焼
き
と
は
、
廃
棄
物
等
を
屋
外
で
燃
や

す
行
為
で
、
焼
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
量

の
煙
や
臭
い
が
発
生
し
、
近
隣
の
生
活
環
境

に
支
障
を
来
た
し
ま
す
。
違
法
に
焼
却
す
る

と
懲
役
ま
た
は
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

ド
ラ
ム
缶
や
ブ
ロ
ッ
ク
囲
い
で
の
焼
却
、

基
準
に
合
わ
な
い
焼
却
炉
の
使
用
も
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

野
焼
き
を
見
掛
け
た
場
合
は
本
所
環
境
課

☎
内
線
７
１
９
ま
た
は
消
防
本
部
通
信
指
令

課
☎
22
‐
８
３
２
１
へ
。

ヒ
ナ
を
拾
わ
な
い
で
く
だ
さ
い

　

春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
巣
立
ち
し
て
間
も

な
い
幼
鳥
を
見
掛
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

親
鳥
が
近
く
に
い
る
た
め
、
救
護
を
し
な
い

で
そ
の
ま
ま
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。
巣
か
ら

落
ち
た
ヒ
ナ
も
同
様
で
す
。
詳
し
く
は
本
所

農
山
漁
村
振
興
課
☎
内
線
５
５
９
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
産
業
課
へ
。

「
緑
の
募
金
」
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

　

５
月
４
日
○月
の
祝
日
「
み
ど
り
の
日
」
は
、

国
民
が
自
然
に
親
し
む
と
と
も
に
、
そ
の
恩

恵
に
感
謝
し
豊
か
な
心
を
育
む
日
で
す
。
４

月
15
日
○水
〜
５
月
14
日
○木
は
「
み
ど
り
の
月

間
」
と
し
て
、
全
国
で
「
緑
の
募
金
」
活
動

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の
募
金
は
、
森
づ
く

り
や
街
の
緑
づ
く
り
、
学
校
の
緑
化
活
動
等

に
有
効
に
活
用
さ
れ
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
緑
化

活
動
を
行
う
団
体
へ
の
交
付
金
制
度
に
よ
る

助
成
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
本
所

農
山
漁
村
振
興
課
☎
内
線
５
５
９
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
産
業
課
へ
。

狂
犬
病
予
防
注
射
は
毎
年
春（
４

月
〜
６
月
）に
受
け
ま
し
ょ
う

　

飼
い
主
に
は
、
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防

注
射
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
４
月
・
５
月
に
全
地
域
で
集
合
注
射
会
場

を
設
け
ま
す
（
注
射
料
金
３
、
２
０
０
円
）

登
録
済
み
の
方
に
は
３
月
末
に
案
内
ハ
ガ
キ

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
日
時
・
会
場
等
は
案

内
ハ
ガ
キ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
都
合
に
合

わ
せ
て
ど
の
会
場
で
も
注
射
を
受
け
ら
れ
ま

す
（
会
場
等
詳
細
は
市
HP
「
暮
ら
し
・
環
境
」）

▼
犬
を
飼
う
場
合
は
市
へ
の
登
録
が
必
要
で

す
（
新
規
登
録
料
金
３
、
０
０
０
円
）　

注

射
会
場
で
も
新
規
登
録
や
登
録
事
項
の
変
更

手
続
き
が
で
き
ま
す
。
他
市
町
村
か
ら
転
入

し
た
方
は
、
前
所
在
地
で
の
鑑
札
を
必
ず
お

持
ち
く
だ
さ
い
（
鑑
札
を
な
く
し
た
方
は
別

途
１
、
６
０
０
円
が
必
要
）

▼
狂
犬
病
予
防
注
射
・
新
規
登
録
は
動
物
病

院
で
も
行
え
ま
す　

案
内
ハ
ガ
キ
を
お
持
ち

の
上
、
個
別
に
お
受
け
く
だ
さ
い
（
料
金
は

各
動
物
病
院
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

▼
共
通　

■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内

線
３
６
３
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課

へ　

■他
必
ず
犬
を
制
御
で
き
る
方
が
リ
ー
ド

等
で
つ
な
ぎ
、
ふ
ん
尿
の
後
始
末
が
で
き
る

よ
う
準
備
を
し
て
お
い
で
く
だ
さ
い


